第1６回大阪府自殺対策審議会　議事概要

日時：令和７年12月15日（月）10時～12時
場所：國民會館　12階　武藤記念ホール
出席者：委員17名
　≪来場≫川野委員、中森委員、松林委員、角崎委員、渡邉委員、立岩委員、李委員、佐藤委員、山口委員、森委員
　≪WEB≫都村委員、嵯峨委員、岩谷委員、澤委員、中本委員、北條委員、森近委員

■議事
（１）大阪府の自殺の状況について
（２）大阪府自殺対策計画について
（３）令和７年度大阪府の自殺対策について

■議事結果
大阪府の自殺の状況について、大阪府自殺対策計画における取組み状況等について報告を行い、若年層に向けた取組等について審議を行った。




（１）大阪府の自殺の状況について【資料１－１～３】
・大阪府の自殺の状況（令和６年及び令和２年～令和６年）
・大阪府の月別自殺者数（令和７年の暫定値）
・若年層の自殺者の状況

（２）大阪府自殺対策計画について【資料２－１～４】
・大阪府自殺対策計画の概要
・大阪府自殺対策計画進捗管理表
・大阪府自殺対策計画プログレスシート
・＜概要＞自殺対策基本法の一部を改正する法律

（３）令和７年度大阪府の自殺対策について【資料3－1～5】
・令和７年度の大阪府の自殺対策事業の概要
・令和４年度から令和６年度自殺未遂者相談支援事業
・こころの健康について考えよう！（SOSの出し方教育）普及に向けた取組
・若者の自殺未遂対応チーム事業
・若年層に向けた啓発事業について
・庁内あげての自殺対策への取組


【主な意見・質疑】
＜若者の自殺未遂対応チーム事業について＞
〇参加している教育関係者はどういう立場の方がいるか。
子ども若者の自殺未遂者の対応は、主に教職員が行っているのか？教職員の労働環境については、長時間労働の是正が難しい状況もある中、自殺対策基本法の改正により子どもの自殺対策が学校の責務として追加されたこともあり、教職員への負担が気になる。
（事務局）
⇒参加者のうち教員の内訳については、管理職である校長や教頭、養護教諭、担任の先生など相談事例に関わっている教職員である。またスクールカウンセラーやソーシャルワーカー、市町村教育委員会も参加する場合がある。
　学校現場では、教員や養護教諭が、生徒から死にたいという言葉を聞いたり、過量服薬を繰り返す生徒に対応している。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、教育現場での支援体制だけでは対応に不安がある場合もあり、対応方法や、医療機関へのつなぎ、学校以外の支援との連携など、本事業で助言を行っている。

〇件数が思っていたより伸びていない。周知方法に問題があるのか、あるいは申請手続の手間が影響しているのかを知りたい。
（事務局）
⇒周知については、現場で対応に困っている教職員等への認知はまだ十分ではないと思っており、直接現場で対応している教職員等に情報が届くような周知の方法が必要と感じている。適切なところに適切なタイミングでしっかりと情報が周知できるよう、今後関係機関との連携を図っていきたい。
申請手続きについては、申請時点で決まったシートの記入や要件はない。出来るだけ柔軟に対応出来るようにしている。明確な課題については把握しきれていない部分もあるため、今後この事業の利用者の意見等も聞きながら、よりよい事業にしていけるように考えていきたい。

〇資料３-４に支援チームの助言者として記載されている「相談員」の職種は？実施まで概ね1か月をめどに調整とあるが、現場は早く相談したいというニーズもあると思う。事務局に申込みがあった際に、早期に相談できる他の相談窓口の紹介をしているのかなど対応について聞きたい。
（事務局）
⇒支援チームの「相談員」は、事務局の社会福祉職が対応している。
相談受付時に得た情報を元に、事務局内の医師とも連携し、助言者とも事前相談を実施しており、早期に対応が必要な事例については、地域の相談窓口につなぐなど調整することもある。

〇若者の自殺未遂対応チーム事業を利用したところ、守秘義務のために教育現場との連携が難しいと感じている。個人レベルでの相談はスムーズだが、学校全体での相談となると職員間での認識にも違いがあり、個人情報の扱いが課題となっている。連携をスムーズにする方法が必要である。

＜その他＞
〇自殺対策に関する民間団体について、大阪府下にある民間団体と府がどれぐらい連携しているか。支援をしている5団体と、支援の内容について聞きたい。
（事務局）
⇒自殺や自死遺族の相談事業をしていただいている民間団体など、本審議会の委員を務めていただている団体をはじめ、連携している。民間団体の支援については、上限50万円として5団体に補助を実施。啓発や相談事業に活用していただいている。

〇資料２－４の法改正の趣旨に記載されている『１０代における死亡原因の第１位が「自殺」であるのは、Ｇ７で我が国だけである』という文言について、これは何を意味しているか。例えば、交通事故の数や、子どもの医療状況などを抜きにして、突然日本が一番悪いと言われても理解しにくい。
（事務局）
⇒本資料は国が作成した資料である。他に国が作成している自殺対策白書にて各国との比較を説明する項目においても同様の説明が行われている。G７加盟国の中で子どもの死因の分類で自殺が1位になっている国が日本だけの状況である。

〇子ども・若者に関する話が多かったが、子ども・若者の対策にどのぐらいの予算をかけているのかが資料では分かりにくい。また、計画では、令和９年の全体の自殺死亡率を13.0以下にするという目標をかかげおり、自殺者の内の若者の割合は少ないため、若年者の自殺者が減ったとしても、全体の自殺死亡率への影響は少ない。若者への対策についての数値目標を立てるという考え方は出来ないか。
（事務局）
⇒目標については、現在の大阪府自殺対策計画の指標として設定している。計画では、子ども・若者の自殺対策が新たに重点項目として加えられている。関係の施策としては、チーム事業の他に電話相談や研修事業が含まれ、予算もこれらに配分されており、子ども若者への施策に対する予算のみを明確に示す事は難しいところもある。数値目標については、次の計画で再検討する予定である。

〇若年者の自殺未遂の中で、市販薬の乱用が問題になっていると思う。今回の説明の中には無かったが、何か取組は実施しているか。
（事務局）
⇒市販薬の乱用については、薬務課で市販薬の適正使用の取組を実施している。過量服薬をされる方の背景には、様々な悩みを抱えている方がおられるため、ドラッグストア協会とも連携してポスターやカードを配架し、相談窓口を周知している。

〇SOSの出し方教育について、授業前に生徒の背景を把握するなど、下準備の必要性を感じている。40人規模のクラスで一斉に行うのが適切かどうかについても疑問を持っている。実際の対応状況について聞きたい。
　（事務局）
⇒授業を実施する際は事前に学校側と打ち合わせを行っている。配慮が必要な子どもがいるか確認し、全体で行うかクラス単位で行うかを学校の意向に沿って準備している。実施時には、しんどくなったら退席してもよい事を伝え、終了後も学校を通じて様子を確認している。

〇子どもの自死の原因は多様で、遺族の話を聴く中でも原因を特定するのは難しい。自死遺族はこの家は何かあるんだろうと思われており話が出来ないなど、偏見に悩むことがある。他に、子ども達の体験不足が耐性の欠如につながっている。発達に課題がある子どもは、能力が高い部分があるのに学校教育の中で自信を失うケースも見られる。教師については、業務が多くなっており、疲弊し、休む方が増えている状況。教育現場や国レベルでの人手不足の解消が必要である。

〇自殺の動機については、健康問題のうち精神疾患が多いが、先に精神疾患があるのか、それとも他の環境要因でうつ病・うつ状態になっているのかは、はっきりしない所である。
　精神疾患がある方では通院を中断する人も多い。うつ病など精神疾患の悩みについての分類が過去の診断によるものか、治療継続中かについてのデータがあるか。
　また、身体の病気に関連した現在の取組や今後の検討について聞きたい。身体の病気が要因となり、うつ病・うつ状態を呈することがあるため、他の診療科から精神科につながりやすくする取組も必要。
（事務局）
⇒精神疾患の悩みについての分類については、通院中断を含めて計上しているか確認する。
身体の病気に関連した取組としては、がんの相談を受けている相談窓口と連携し、自殺のサインがある方については自殺対策の相談窓口につないでもらえるよう取組をしている。
　
○自殺の原因動機のうち、経済・生活問題が増加しており、職業別でみると失業者が増加していることについて、労働関係の委員の方のご意見を伺いたい。
（委員）
⇒労働関連の状況として、府内の有効求人倍率については年々下がってきており、賃金未払いの問題も増加。今後経済が低迷する傾向が出てきている。
⇒全国的な動向と同じく、大阪においても中小企業の経営者、若年の非正規労働者などの貧困の問題が増加している印象。生活に困窮する相談者の切実な思いの吐露を受け止めるのは、業種や年代に関係なく、一人一人がゲートキーパーとして、その思いを否定することなくまず聞くということの大切さを実感している。
